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水戸・勝田都市計画特別用途地区の変更（水戸市決定） 

 

都市計画特別用途地区を次のように変更する。 

種 類 面積 備 考 

特別工業地区 約 60.0ha （制限の内容） 

特別工業地区内における建築物の制限は，

建築条例による。 

大規模集客施設制限地区 約 151.5ha （制限の内容） 

大規模集客施設制限地区内における建築

物の制限は，建築条例による。 

合 計 約 211.5ha  

 

「種類，位置及び区域は計画図表示のとおり」 

 

理 由 

内原駅南口地区におけるにぎわいと交流の創出に向け，内原駅南口交通広場を含む駅前の都市施

設整備に合わせ，駅前にふさわしい土地利用が図られるよう，用途地域を変更することに伴い，特

別用途地区（大規模集客施設制限地区）を変更するものである。 



内原駅地区

１

約1.0ha

番号

地区名

面積

理由 内原駅南口地区におけるにぎわい
と交流の創出に向け，内原駅南口
交通広場を含む駅前の都市施設整
備に合わせ，駅前にふさわしい土
地利用が図られるよう，用途地域を
変更することに伴い，特別用途地区
（大規模集客施設制限地区）を変更
するものである。

今回変更する特別用途地区

凡　　　　　例

今回変更に係らない地区

水戸・勝田都市計画　特別用途地区（大規模集客施設制限地区）総括図

東部工業団地

既決定

工業振興促進

約36.0ha

地区名

面積

理由

米沢工業団地

既決定

工業振興促進

約24.0ha

地区名

面積

理由

千波・笠原地区

既決定

大規模集客施設立地制限

約64.5ha

地区名

面積

理由

赤塚駅地区

既決定

大規模集客施設立地制限

約21.0ha

地区名

面積

理由

城東地区

既決定

大規模集客施設立地制限

約25.5ha

地区名

面積

理由
水戸駅地区

既決定

大規模集客施設立地制限

約23.5ha

地区名

面積

理由上水戸地区

既決定

大規模集客施設立地制限

約16.0ha

地区名

面積

理由
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凡 例

★特別用途_計画図

今回新たに用途界となる部分

今回変更に係らない部分

今回新たに用途界から除外される部分

特別用途地区（大規模集客施設制限地区）

水戸・勝田都市計画 特別用途地区 計画図（内原駅地区）


